
「預金通帳」、「お届出印鑑」の保管は大丈夫ですか？「預金通帳」、「お届出印鑑」の保管は大丈夫ですか？

預金通帳に貼付けしてあります「副印鑑票」を不正に利用される事で、お届出
印鑑が偽造される事を防止するために、「副印鑑票」を廃止する事といたしま
したので「副印鑑票」が貼付してある預金通帳をお持ちのお客様は、当金庫の
営業担当者又はお近くの店頭担当者に申し出を頂きますようにお願い致します。

■　通帳や印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人である事を
　　証明する資料（運転免許証、健康保険証など）についても、別々に且
　　つ厳重に保管されるようにお願い申し上げます。

■　万一、通帳・印鑑・キャッシュカードのいづれか一つでも紛失したと
　　きは、直ちにお取引いただいています営業店か休日等は「信金事故届
　　け受付センター」（℡ ０９８２－３３－９４３６ ）ＡＴＭコーナの
　　ガイドホンを利用してご連絡をお願い申し上げます。

（休日、営業時間外でもお取引の営業店へお電話頂ければ「信金事故届け受付センター」へ転送となります。）

事故防止への取組として「副印鑑票」の廃止に取組んでおりますので事故防止への取組として「副印鑑票」の廃止に取組んでおりますので
ご協力をお願い申し上げます。ご協力をお願い申し上げます。



副印鑑票の廃止について副印鑑票の廃止について
（普通預金等の通帳印鑑シール廃止）（普通預金等の通帳印鑑シール廃止）

通帳盗難等の事故が発生した際、預金口座の不正利用を防止するために
通帳への印鑑シール廃止に向けたシステム対応を進め、今般準備が整い
ましたので順次、通帳の印鑑シールを廃止させて頂きますので、宜しく
ご協力をお願い申し上げます。
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◎　印鑑シールの廃止は、お客様の現在ご利用預金口座について登録印鑑が整備できて
　　いるかの確認作業を行いますので、通常より時間を要する場合が御座いますので、
　　待ち時間等についてご猶予を頂きますようにお願い申し上げます。

◎　印鑑シールの廃止は、口座単位での作業となりますので複数口座をご利用のお客様は
　　お手数でありますが、各口座について手続をお願い申し上げます。

◎　印鑑シールの廃止は、事故防止の一つの方法であり、基本的には通帳と印鑑を併せて
　　保管しない等の日常的な、お客様のご注意が必要となりますので宜しくお願い申し
　　上げます。

◎　印鑑シールの廃止は、万一、事故発生時の補償についても関係致しますのでご協力を
　　お願い申し上げます。

※印鑑シールの廃止は、万全で取組んでいる事項でありますが、不都合な点や
　ご質問等がありましたら、窓口担当者等までお願い申し上げます。


